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規 則

　

  横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 の ３ 第 ２ 号 オ 中 「 同 条 第 項 」 を 「 同 条 第 項 」 に 、 「 同

条 第 項 」 を 「 同 条 第 項 」 に 改 め る 。

  第 条 の ８ の ３ 第 ２ 号 中 「 又 は 生 徒 」 を 「 、 生 徒 又 は 学 生 」 に 改

め る 。

  別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 （ 第 条 の ９ ）

様 式 番 号 名               称 条        項

１ 徴 税 吏 員 証

法 第 条 の ２ 第

項 、 第 298 条 第 ２

項 、 第 353 条 第 ３

項 、 第 448 条 第 ２

項 、 第 470 条 第 ５

項 、 第 588 条 第 ３

項 、 第 701 条 の ５

第 ２ 項 、 第 701 条

の 第 ３ 項

２ 市 税 犯 則 事 件 調 査 吏 員 証 法 第 条 の

３ 固 定 資 産 評 価 員 証 法 第 353 条 第 ３ 項

４ 固 定 資 産 評 価 補 助 員 証 法 第 353 条 第 ３ 項

５
原 動 機 付 自 転 車 等 標 識 ひ な 型

（ そ の １ ）
条 例 第 条 第 １ 項

６
原 動 機 付 自 転 車 等 標 識 ひ な 型

（ そ の ２ ）
条 例 第 条 第 １ 項

７

原 動 機 付 自 転 車 等 標 識 ひ な 型

（ 駐 留 軍 の 構 成 員 等 用 ） （ そ

の １ ）

条 例 第 条 第 １ 項
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８

原 動 機 付 自 転 車 等 標 識 ひ な 型

（ 駐 留 軍 の 構 成 員 等 用 ） （ そ

の ２ ）

条 例 第 条 第 １ 項

９
特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 標 識

ひ な 型
条 例 第 条 第 １ 項

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 標 識

ひ な 型 （ 駐 留 軍 の 構 成 員 等 用

）

条 例 第 条 第 １ 項

原 動 機 付 自 転 車 等 試 乗 標 識 ひ

な 型 （ そ の １ ）

条 例 第 条 の ２ 第

２ 項

原 動 機 付 自 転 車 等 試 乗 標 識 ひ

な 型 （ そ の ２ ）

条 例 第 条 の ２ 第

２ 項

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 試 乗

標 識 ひ な 型

条 例 第 条 の ２ 第

２ 項

  第 １ 号 様 式 （ そ の １ ） を 第 １ 号 様 式 と し 、 第 ２ 号 様 式 を 削 り 、 第

１ 号 様 式 （ そ の ２ ） を 第 ２ 号 様 式 と し 、 第 ３ 号 様 式 か ら 第 号 様 式

ま で を 削 り 、 第 号 様 式 を 第 ３ 号 様 式 と し 、 第 号 様 式 を 第 ４ 号 様

式 と し 、 第 号 様 式 か ら 第 号 様 式 ま で を 削 り 、 第 号 様 式 （ そ の

１ ） を 第 ５ 号 様 式 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。
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  第 号 様 式 （ そ の ２ ） を 第 ７ 号 様 式 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の １ 様

式 を 加 え る 。

66
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第８号様式

（備考）

　２　周囲、数字及び文字は、浮型とすること。

　３　地色は薄黄色とし、文字及び数字は濃紺色とすること。

  １　このひな型は、駐留軍の構成員等の所有する原動機付自転車（特定小型原動機付
　　自転車を除く。）及び小型特殊自動車の標識である。

10センチ

メートル

20センチメートル

6
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  第 号 様 式 （ そ の ３ ） を 第 ９ 号 様 式 と し 、 第 号 様 式 （ そ の ４ ）

を 第 号 様 式 と し 、 第 号 様 式 を 削 り 、 第 号 様 式 （ そ の １ ） を 第

号 様 式 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。

66 66

10 67 68
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第12号様式

（備考）

　２　周囲、数字及び文字は、浮型とすること。

　　

　３　地色は白色とし、数字及び文字は濃紺、斜線は赤色とする。

　４　「ハイフン」の前の頭数字は、標識の有効年度を示す。
　　　なお、臨時に交付する試乗標識については、この頭数字及び「ハイフン」を除く
　　ものとすること。

　１　このひな型は、原動機付自転車（特定小型原動機付自転車を除く。）及び小型特
　　殊自動車の試乗標識である。

20センチメートル

10センチ

メートル
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  第 号 様 式 （ そ の ２ ） を 第 号 様 式 と し 、 第 号 様 式 か ら 第 号

様 式 ま で を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 条 の ３ 第 ２ 号

オ の 改 正 規 定 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

68 13 69 96
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  横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 等 に 係 る 費 用 の

額 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 等 に 係

　 　 　 る 費 用 の 額 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 等 に 係 る 費 用 の

額 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 ２ の ２ の 表 備 考 中 「 （ 内 閣 府 令 第 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事

由 の あ っ た 者 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 備 考 中 を と し 、 を

と し 、 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

      備 考 か ら ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 月 の 途 中 に お い て

      特 定 教 育 ・ 保 育 又 は 特 定 地 域 型 保 育 を 受 け 始 め た こ と そ の 他

      内 閣 府 令 第 条 各 号 に 掲 げ る 事 由 が 同 一 の 月 に 複 数 あ っ た ３

      号 認 定 子 ど も に 係 る そ の 月 に お け る 負 担 金 額 の 算 出 に つ い て

      は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。

  別 表 第 ２ の ２ の 表 備 考 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

      内 閣 府 令 第 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 由 の あ っ た ３ 号 認 定 子 ど

      も に 係 る 当 該 事 由 の あ っ た 月 に お け る 負 担 金 額 は 、 次 の 算 式

      に よ り 算 出 し た 金 額 と す る 。 た だ し 、 そ の 金 額 に 円 未 満 の

      端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 額 が 円 未 満 で あ る と き は 、 そ

      の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て る 。

      保 育 （ 居 宅 訪 問 型 保 育 （ 横 浜 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 、 運

      営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

      第 条 第 １ 号 に 掲 げ る 保 育 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 限 る 。 ）

      の 提 供 を 行 う 日 の 日 数 か ら 市 長 が 別 に 定 め る 事 由 に よ り 当 該

      ３ 号 認 定 子 ど も が 当 該 特 定 地 域 型 保 育 を 受 け る こ と が で き な

      い 日 数 を 除 い た 日 数 （ そ の 日 数 が 日 を 超 え る 場 合 に は 、

      日 ）

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 乗 合 自 動 車 等 特 別 乗 車 券 交 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 乗 合 自 動 車 等 特 別 乗 車 券 交 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 則

  横 浜 市 乗 合 自 動 車 等 特 別 乗 車 券 交 付 規 則 （ 昭 和 年 ４ 月 横 浜 市 規

則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 の ３ に 次 の １ 号 を 加 え る 。

    道 路 運 送 法 （ 昭 和 年 法 律 第 183 号 ） 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に

    よ る 届 出 を し 、 又 は 同 法 第 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 許 可 を 受 け た

    者

  第 ６ 条 の 見 出 し 及 び 同 条 中 「 及 び 通 用 区 間 」 を 「 並 び に 通 用 区 間

及 び 通 用 区 域 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 通 用 区 間 」 の 次 に 「 及 び 通

用 区 域 」 を 加 え 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

    カ   第 ２ 条 の ３ 第 号 に 掲 げ る 者 が 運 行 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動

      車 の 区 間 又 は 区 域 で あ っ て 、 道 路 運 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年

      運 輸 省 令 第 号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項 た だ し 書 に 基 づ く 横 浜 市 地 域

      公 共 交 通 会 議 に お け る 協 議 が 調 っ た も の の う ち 、 同 号 に 規 定

      す る 届 出 又 は 許 可 に 係 る も の

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

　 　 　 則

  横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ９ 月 横 浜 市 規 則 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 の 見 出 し を 「 （ 通 用 区 間 及 び 通 用 区 域 ） 」 に 改 め 、 同 条 各

号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 区 間 」 の 次 に 「 又 は 区 域 」 を 加 え 、 同 条 に 次

の １ 号 を 加 え る 。

    次 条 第 号 に 掲 げ る 者 が 運 行 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 の 区 間

    又 は 区 域 で あ っ て 、 道 路 運 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 運 輸 省 令 第

    号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項 た だ し 書 に 基 づ く 横 浜 市 地 域 公 共 交 通 会 議

    に お け る 協 議 が 調 っ た も の の う ち 、 同 号 に 規 定 す る 届 出 又 は 許

    可 に 係 る も の

  第 ３ 条 中 「 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 」 を 「 一 般 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 者 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

    道 路 運 送 法 （ 昭 和 年 法 律 第 183 号 ） 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に

    よ る 届 出 を し 、 又 は 同 法 第 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 許 可 を 受 け た

    者

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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水 道 局

　

  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 休 暇 規 程 及 び 横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職

員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に

公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

水 道 局 規 程 第 ８ 号

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 休 暇 規 程 及 び 横 浜 市 水 道 局 会 計 年

　 　 　 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改

　 　 　 正 す る 規 程

  （ 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 休 暇 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 休 暇 規 程 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 水 道 局 規 程

  第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ５ 条 第 ７ 号 中 「 第 号 」 の 次 に 「 並 び に 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 」

  を 加 え る 。

    第 ６ 条 第 ３ 項 中 「 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又 は 終

  業 の 時 刻 ま で 連 続 す る 」 を 「 １ 日 に つ き 」 に 改 め る 。

    第 ６ 条 の ２ 第 ４ 項 中 「 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又

  は 終 業 の 時 刻 ま で 連 続 し た ２ 時 間 （ 育 児 休 業 法 第 条 第 １ 項 の 規

  定 に よ る 」 を 「 育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 範 囲 内 で

  請 求 す る 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 」 に 、 「 、 当 該 」 を 「 、 当 該 日 に

  つ き 」 に 、 「 時 間 ） 」 を 「 時 間 」 に 改 め る 。

    第 ６ 条 の ４ を 第 ６ 条 の ５ と し 、 第 ６ 条 の ３ を 第 ６ 条 の ４ と し 、

  第 ６ 条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

    （ 妊 娠 又 は 出 産 等 に つ い て の 申 出 を し た 職 員 等 に 対 す る 措 置 等

    ）

  第 ６ 条 の ３   管 理 者 は 、 横 浜 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （

    平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ２ 号 ） 第 条 第 １ 項 の 措 置 を 講 ず る

    に 当 た っ て は 、 同 項 の 申 出 を し た 職 員 （ 以 下 「 申 出 職 員 」 と い

    う 。 ） に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

      申 出 職 員 の 仕 事 と 育 児 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以

      下 「 出 生 時 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら

      せ る た め の 措 置

      出 生 時 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 に 係 る 申 出 職 員 の 意

      向 を 確 認 す る た め の 措 置

      当 該 申 出 に 係 る 子 の 心 身 の 状 況 又 は 育 児 に 関 す る 申 出 職 員

      の 家 庭 の 状 況 に 起 因 し て 当 該 子 の 出 生 の 日 以 後 に 発 生 し 、 又
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      は 発 生 す る こ と が 予 想 さ れ る 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 の

      支 障 と な る 事 情 の 改 善 に 資 す る 事 項 に 係 る 申 出 職 員 の 意 向 を

      確 認 す る た め の 措 置

  ２   管 理 者 は 、 ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 職 員 （ 以 下 「 対 象 職

    員 」 と い う 。 ） に 対 し て 、 対 象 職 員 の 子 が １ 歳 か 月 に 達 す る

    日 の 翌 々 日 か ら ２ 歳 か 月 に 達 す る 日 の 翌 日 ま で の 間 に 、 次 に

    掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

      対 象 職 員 の 仕 事 と 育 児 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以

      下 「 育 児 期 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら

      せ る た め の 措 置

      育 児 期 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 に 係 る 対 象 職 員 の 意

      向 を 確 認 す る た め の 措 置

      対 象 職 員 の 当 該 子 の 心 身 の 状 況 又 は 育 児 に 関 す る 対 象 職 員

      の 家 庭 の 状 況 に 起 因 し て 発 生 し 、 又 は 発 生 す る こ と が 予 想 さ

      れ る 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 の 支 障 と な る 事 情 の 改 善 に

      資 す る 事 項 に 係 る 対 象 職 員 の 意 向 を 確 認 す る た め の 措 置

  ３   管 理 者 は 、 第 １ 項 第 ３ 号 又 は 前 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 意 向 を

    確 認 し た 事 項 の 取 扱 い に 当 た っ て は 、 当 該 意 向 に 配 慮 し な け れ

    ば な ら な い 。

  （ 横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規

  程 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条   横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す

  る 規 程 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 水 道 局 規 程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

  正 す る 。

    第 条 第 ２ 項 中 「 と し 、 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、

  又 は 終 業 の 時 刻 ま で 連 続 し た 時 間 で 取 得 す る も の 」 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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人 事 委 員 会

　

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 人 事 委 員 会

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

　 　 　 規 則

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 人 事

委 員 会 規 則 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 １ 条 中 「 第 ５ 条 」 の 次 に 「 、 第 ５ 条 の ３ 第 ２ 項 」 を 加 え る 。

  第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又 は 終 業

の 時 刻 ま で 連 続 し た 」 を 「 １ 日 に つ き 」 に 改 め る 。

  第 ５ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又 は

終 業 の 時 刻 ま で 連 続 し た ２ 時 間 （ 育 児 休 業 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 」 を 「 育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 範 囲 内 で 請 求 す

る 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 」 に 、 「 、 当 該 」 を 「 、 当 該 日 に つ き 」 に

、 「 時 間 ） 」 を 「 時 間 」 に 改 め る 。

  第 ９ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 職 員 に 対 す る 措 置 を 講 ず る 期 間 ）

第 ９ 条 の ２   条 例 第 ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

は 、 ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 職 員 の 当 該 子 が １ 歳 か 月 に 達

す る 日 の 翌 々 日 か ら ２ 歳 か 月 に 達 す る 日 の 翌 日 ま で の １ 年 間 と

す る 。

  別 表 第 ３ 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 、 「 第 ５ 条 第

項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 改 め る 。

附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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